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 日程第１ 

 日程第２ 

日程第３ 

 

 

 

 日程第４ 

  

日程第５ 

 

日程第６ 

 

 

 

日程第７ 

 

 

 

 

 

日程第８ 

 

日程第９ 

平成２６年７月２５日（金）午後１時３０分～午後４時００分 

琴浦町生涯学習センター 第１会議室 

石前富久美委員長、高塚良平委員、前畑一子委員、 田中宣彦委員 

小林克美教育長 

なし 

岩船教育総務課長、戸田社会教育課長、 谷田人権･同和教育課長 

西本学校給食センター所長、山本指導主事、井谷指導主事 

高力教育総務課課長補佐 

 

 

議事録署名委員の指名について 

教育長報告 

報告事項 

（１）住民監査請求の対応について 

（２）各課報告 

 

議案第４０号 平成２６年度要保護・準要保護児童生徒の変更認定について 

 

議案第４１号 平成２６年度琴浦町進学奨励金の受給者決定について 

 

協議事項 

（１） 琴浦町内学校等計画訪問（前期）総括について 

（２） 琴浦町いじめ問題調査委員会等条例の制定について 

 

その他 

（１） 市町村教育委員会委員研修会（８月１日） 

（２） 小学校教科用図書採択協議について 

① 各委員による閲覧 

② 教育委員会協議（８月１９日結果報告締切） 

 

次回委員会議開催日 ８月１８日（月）午後１時３０分 

 

閉 会 午後４時００分 



  



第２６年度 第８回定例会の会議概要記録 

会議内容の記録 
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第８回定例会を開会します。 

 

日程第１ 議事録署名委員指名 

議事録署名委員を高塚委員と田中委員にお願いします。 

 

日程第２ 教育長報告 

日程第２ 教育長報告をお願いします。 

【教育長報告】 

・東伯中学校での体罰についての経過報告 

・行事、日程等について報告 

１ 行事報告等 

① ６月２４日（火）～７月１日（火）  計画訪問（７校） 

② ７月 ２日（水）    東伯中校区水泳大会（浦安小学校） 

③ ７月 ３日（木）   琴浦町人権・同和教育推進協議会総会 

④  ７月 ４日（金）  計画訪問 成美保育園  郡体結団式 

⑤  ７月 ８日（火）  臨時校長会（台風対応） 

⑥  ７月１０日（金）  鳥取県市町村教育委員会研究協議会総会 

⑦  ７月１２日（土）～ 郡民体育大会 

⑧  ７月１７日（木）  中学校終業式 

⑨  ７月２１日（月・祝）八橋浜まつり 

⑩  ７月２３日（水）  小学校終業式 

⑪  ７月２４日（木）  臨時議会 

２ 今後の日程 

① ７月２９日（火） 中部小学校水泳大会（９時～大栄中学校） 

② ７月３１日（木） 人権尊重鳥取県集会（倉吉未来中心他） 

③ ８月 １日（金） 教育委員会委員研修会（１３時～倉吉セントパレス） 

④ ８月 ３日（日） 白鳳祭 

⑤ ８月 ６日（水） 人権同和教育講演会 

（１９時３０分～赤碕コミュニティーセンター） 

⑥ ８月 ８日（金） 新任・転任教職員研修会（赤碕文化センター） 

⑦ ８月１１日（月） 新任・転任教職員研修会（東伯文化センター） 
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⑧ ８月２５日（月） 東伯中 始業式 

⑨ ８月２７日（水） 赤碕中 始業式 

⑩ ８月２９日（金） 小学校 始業式 

３ その他 

・東伯中学校での体罰についての議会説明について追加報告 

保護者への対応はどうですか。 

該当の保護者の方へはきちんと説明し納得していただいています。全体の保

護者へは、夏休み前の懇談会で保護者への説明と週明けに欠席された保護者へ

の説明と２段階で保護者への説明会を開催されています。 

その後の生徒と先生の関係はうまくいっていますか。 

その後も何度か話し合いの場をもたれていますが、生徒の心が回復するまで

にはまだ少し時間がかかるかと思われます。 

今は夏休みに入っていますが、２学期に入ってからが気になります。 

２学期になれば運動会や文化祭など行事が続きますのでクラスでまとまって

よい方向に進んでくれればと思います。 

時間がかかると思います。先生の対応も子どもたちは見るでしょうし、悪いこ

とに対してはきちんと注意をするという毅然とした態度も必要なことであり、

していかなければいけないことだと思います。 

該当の保護者さんの様子はどうですか。 

該当の保護者には、理解していただいたと学校から聞いています。 

親子の関係だったらどうだったのかとも思います。今の時節柄、過剰反応して

おくべきかとも思いますが、反面どうかという気もします。 

これまでにも妥協していい加減では許さない、とことん最後のところまでき

ちんとやるというところまでかなり強く指導されてきたようなところがあっ

て、生徒にとっては目の上のたんこぶのような気持ちがあって、そこのところで

教師の気持ちが生徒にうまく伝わりきれず、反発的な気持ちや不満の方が生徒

に強く残ってしまっていたというところが反省のひとつとしてあるかと思いま

す。 

その辺りのサポートというのはどうですか。 

管理職を含め、学校経営としての教師集団全体としての取り組みになります。 

校長先生も再発防止に向けて組織的な指導体制を取るとして、当面は該当の

クラスでは朝と帰りの学活、道徳、総合学習のときには学年主任も一緒に入ると

いった体制をとっておられます。また、他の授業についても他の職員が参観する

など多くの職員に見てもらうようにして対応するといっていらっしゃいました
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ので見守って行きたいと思います。 

学校の中では共通理解のもとに指導していこうと良く聞くのですが、実際の

場では共通理解はしているのだけれども生徒への対応が、ある人は厳しく、ある

人は見逃してしまう、そういう差がすごくあると生徒にも色々な気持ちが沸い

てくると思うんです。その辺りも含めて今回の計画訪問の課題というところで

話ができたらと感じました。 

何かお聞きになりたいことはありますか。無いようですので日程第３の報告

事項に移ります。 

 

日程第３ 報告事項 

日程第３ 報告事項（１）住民監査請求の対応について説明をお願いします。 

・（１）住民監査請求について経過等を資料により説明報告 

（２）各課の報告を教育総務課からお願いします。 

・閉校施設の維持管理（草刈作業等）について 

・学校の修繕工事の計画について 

船上小学校の通学路に設置予定の信号機についてはどうなりましたか。 

7 月の予定でしたがまだのようですので確認しておきます。 

次に社会教育課の報告をお願いします。 

・「町民の声」の対応について 

（１）野球場のスコアボード表示について 

（２）カウベルホールのピアノについて 

（３）図書館の閉館時間の変更(試行)について 

・学芸文化関係について 

（１）大高野官衙遣跡の現地説明会について 

（２）文化財主事の採用について 

（３）マテバシイの北限地帯(智光寺の樹叢)について                                             

・社会体育関係について 

（１）第６０回郡民体育大会の成績について 

（２）旧以西・古布庄小体育館の各公民館による体育館鍵の管理について 

・公民館運営協議会委員合同研修について 

ピアノの使用希望者は何名くらいありましたか。 

今年の希望者については把握しておりませんが、昨年ですと１４～１５名あ

りました。 

町民の声のスコアボード表示についてですが、バスケットのクリアボードに
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ついても質問がありましたね。 

バスケットについてはクリアボードでなければ公式の試合が出来ないという

意見がありましたが、今後改修していく中ではクリアボードに交換していく計

画です。ただ雨漏りの修繕など他に急がれるものもあり、なかなか順番が回って

来ない状況にありますが、社会教育課としては限られた予算の中で優先順位を

つけながら対応しているところです。 

町民からの声・要望があるわけですから、時代にあったものへと替える必要の

あるものは替えていっていただくよう対応をお願いします。 

次に町民の声の図書館の閉館時間について投稿者の方は回答に対して納得さ

れましたか。 

まだ納得はされていません。このことについては他にも現在開館時間が９時

３０分ですが、９時にしてほしいという意見も寄せられています。１０月いっぱ

い試行しながらアンケートなどで意見集約して総合的に判断したいと考えてい

ます。 

文化財主事の応募者５名については女性もいらっしゃいますか。 

女性は一人いらっしゃいます。県内の方です。他の４名は県外の方です。 

マテバシイについては指定が取り下げられるということは無いですか。 

寺としては指定を解除したいという意向でした。伐採については協議のうえ

であればよいわけですが、伐採をしてしまってからの報告ということが問題な

わけで、その辺りのこちらからの説明が十分行き届かなかったということです。 

再度、確認をお願いします。 

何かご質問はありますか。 

無いようですので次に人権･同和教育課の報告をお願いします。 

・琴浦町地域組織活動補助金の一部改正について 

・人権･同和教育に関する意識調査について 

給食センターの報告をお願いします。 

・夏季休業中の清掃作業等の業務について 

 他町村では異物混入などのトラブルがありましたが琴浦町ではどうですか。 

 事前に十分チェックし、異物混入などが無い様に対応しているところです。 

 

日程第４ 議案第４０号 

それでは議案の審議に入ります。議案第４０号の説明をお願いします。 

議案第４０号、要保護・準要保護児童生徒の変更認定について教育委員会の承

認を求めることについて提案させていただきます。 
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申請者の保護認定取り消しにより、要保護から準要保護への変更について承認

を求めるものです。 

・（申請書により内容説明） 

就職されたことによる保護認定の取り消しですね。 

派遣社員として８月末までの期間限定での就職です。それ以降については未定

です。 

再び変更認定としてあがってくる可能性があるということですね。 

議案第４０号について質問はありますか。 

議案第４０号を承認してよろしいか。（全員賛意） 

議案第４０号は承認されました。 

 

日程第５ 議案第４１号 

それでは次に議案第４１号の説明をお願いします。 

議案第４１号、平成２６年度琴浦町進学奨励金の受給者決定について委員会

の意見を求めるものであります。 

・（資料により説明） 

 すべて用件は満たしていますね。 

 すべて提出書類をチェックし、要件をクリアしたことを確認済みのものです。 

議案第４１号について質問はよろしいですか。 

議案第４１号を承認してよろしいか。（全員賛意） 

議案第４１号は承認されました。 

 

日程第６ 協議事項 

それでは協議事項に入ります。はじめに計画訪問について説明をお願いしま

す。 

計画訪問についてレジメを付けさせていただきました。はじめに総論的なと

ころで項目ごとに委員さんのご意見とご感想をいただければと思います。後ほ

ど指導主事が学校ごとにまとめた一覧表を付けていますのでそれをもとに説明

をさせていただきます。 

それでは始めに統合校の学校経営、教職員集団づくりの様子について委員の

ご意見とご感想をお願いします。 

統合した学校については、統合を意識した人事がなされていると思いました。 

また、児童の元気な学校生活の様子を見たり、保護者からも統合して良かったと

いう意見を聞いているので、統合は成功だったと感じています。 
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 一校ずつの時より、統合後の学校の方が良くなったという気がしました。先生

方も良かったと話しておられました。 

 夏休みになってさっそく、旧校区を越えて児童が遊びに来ていました。そうし

た交流がありながら徐々に生活範囲が広がっていくと感じました。確かに広範

囲になるという不便さはあるが、交流という面でいい方向に働いているのかな

と思いました。 

 教職員集団については、統合した難しさという面での配慮から人事配置がな

されていると思いますが、それぞれの学校で新しい素晴らしい学校経営案が出

ているのですが、それをそれぞれ教職員が本当に理解して本当に活動できてい

るか、その辺りの細かな確認はまたどこかであるのか、その辺り腹を割って話し

合って、一つひとつ共通理解し皆が同じ気持ちで実践出来るかどうかで今後の

それぞれの学校の将来が決まってくると思います。今は統合して頑張らないと

いけないという気持ちで進んでおられると思いますが、やろうとした事が見逃

されてしまう、見逃さない、そういう差が現れないよう校長先生方にがんばって

いただけたらと思います。 

 今後も継続して注視していく必要があると思います。 

次に（２）配慮を要する子供たちの様子、対応について感想をお願いします。 

以前はぱっと見だけで外に出て遊んだり、中学校だと教室に入れない生徒が

いたりしたのですが、今年はそれがあまり無くて、教室の中で少し目に付く程度

だったので全体的には良い方向に進んでいるのかと感じました。 

体育の授業だから見えなかったのか、道徳の授業だから感じたのかわかりま

せんが特別支援学校など、専門的な先生に授業の様子を見てもらうことは出来

ないのですか。 

特別支援学校ではありませんが支援センターのエールさんに来て貰って個別

に配慮を要する子供を見ていただいているところです。またＬＤ等専門員にも

個別に見ていただいていますし、今年度から本町で配置した特別支援教育活動

コーディネーターにも見ていただいています。また支援方策として夏休みを使

ってＱＵの分析であるとか、１学期の終わりから取り出し指導とか少人数指導

を取り入れながら工夫をしながら進めておられるところです。 

次に（３）授業の工夫、研究、ＩＣＴ活用についての感想をお願いします。 

先生あるいは学校による差が大きいと感じました。 

子どもの動きを見ながら授業展開しているパターンや、逆に一方通行的で子

どもの発言の場面の無いような授業風景も見受けられました。 

ある学校では校長が、生徒を教えていくことよりも指導者をどう統一し、自分
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の意志を伝えていくかということに苦労しているなと感じました。その辺りが

教科担任制というか自分のものという意識がありすぎかとも思います。やはり

組織の中に入ると組織の一員として年度当初に学校の教育目標や教育方針が出

てくると思います。そこに向かってそれぞれがどのように生徒指導を行うのか。

生徒指導や生活面とかがきちんと出来てきたら授業もまとまってくると思いま

す。その辺りの共通理解が出来ていない、伝達がしにくいという雰囲気を感じま

した。 

それでは色々と意見も出たようですので各校の特徴と課題について指導主事

から総括をお願いします。 

・各学校等の特徴と課題について資料「平成２６年度琴浦町教育委員会前期計画

訪問総括」により説明。 

私が感じたのは各校の児童数にばらつきがあったのが統合してバランスが取

れてきたということと、統合した学校も今までから有ったような雰囲気を感じ

ました。特に感じたのは赤碕小学校の雰囲気というか空気が変わったなと感じ

ました。今年度から小学校５校が同じようなスタートラインについて頑張って

くれるのではないかと楽しみにしています。 

育っていく過程というのがあると思いますが、親としてどう育ってほしいの

かといった思いがあり、そこにまた教員が関わって育てられていく。育っていく

段階で、教員がどんな子どもに育ってほしいのかという強い願いを共有して当

たって行く必要があるのではないかと常々感じています。それから将来の進路

というものをどのように方向付けていくかということになっていくかと思いま

すが、そこには学力の向上も保証し無ければならない。他にも色々なものが総合

的に絡んでくると思いますが、その辺りを強い意志を持って学校としての統一、

示唆された中で育っていく必要があるのかと思います。先ほど小学校から中学

校へ行ってのギャップの話が出ましたが、そこは何故そういったギャップが生

まれたのか、小中の授業の交流とかはあるのですが、本当にその辺り腹を割って

話し合い、実践していかなければ毎年同じことの繰り返しになってしまうと思

います。 

それでは次に項目の３「後期に向けての教育委員会の支援方策」についてご意

見をお願いします。教師の集団づくりであったり、小中の連携であったりとかに

なるかと思いますが、その辺りの課題を検討していただくということと、良かっ

た点については今後も継続していただくということになるかと思いますがご意

見をお願いします。 

教育長が総括ということになろうかと思いますが、指導主事が整理してまと
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めたものと委員の皆さんのご意見はほぼ一致していましたので、それぞれの想

いは同じかと感想を持っています。本日いただいたご意見につきましては次回

の校長会に委員会での意見ということで全体的な感想の中で特徴的な学校の取

り組みの評価であるとか、全体的な課題として振り返りと伝えるという部分で

の徹底ということがありましたが、その辺りも課題点としてお伝えしたいと思

います。 

話を聞いて、校長先生の思いが先生に伝わり、そして先生がどのように子ども

たちに実践していくのかという辺りを、任せるのではなく色々な目で見ていく

必要があるという気がしました。それは教員同士であったり、あるいは管理職で

あったり、あるいは教育委員会であったり、あるいは住民の方であったり、色々

な人の目でみて教員を育てていかなければいけない。そこである程度、誰が見て

も自信を持って活動に励むことが出来るような姿が大事かなと思いました。 

教員同士で学ぶ、見て貰う、見させて貰うということが教員を育てることであ

り、それが質の良い教育につながっていくと感じました。 

色々な機会があると思いますので計画訪問だけではなく学校公開や普段でも

学校の方に出かけていただいて普段の授業や様子を見て回ることも必要かと思

います。また学校の教育方針に沿った教育活動がそれぞれの先生に伝わり、子ど

もたちに実践されて次のステップに送り出すのが必要かと思いました。 

また普段から見ていることで必要なときの次の手だてや支援につながると思

います。手遅れにならないうちに様々な目で見ていただいて支援が出来ればと

考えています。学校公開や課外活動や学校行事などあらゆる場面で見ていただ

いてご意見をいただければと思います 

次に協議事項 （２）琴浦町いじめ問題調査委員会等条例の制定について説明

をお願いします。 

琴浦町いじめ問題調査委員会等条例の制定について、情報提供ということで

ご説明いたします。 

・（資料により説明） 

内容の協議については、今回はよろしいですね。 

 

日程第７ その他 

それでは次にその他について説明をお願いします。 

・（１）市町村教育委員会委員研修会について日程等説明 

それでは次に教科書採択について説明をお願いします 

・（２）小学校教科用図書採択協議について、平成２７年度から使用する小学校 
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教科用図書採択についてスケジュールを説明 

教育委員会としても意見を求められますので、教科ごとに担当して教科用図

書の閲覧をお願いします。 

 

日程第８ 次回委員会議開催日 

次回委員会の開催日時について８月１８日（月）１３時３０分から開催しま

す。 

 

日程第９ 閉会 

本日の委員会は以上で閉会とします。 

午後４時００分 閉会 


